
福 岡都市計画地区計画の決定(福岡 市決定)

都市計画伊都土地区画整理地区地区計画を次のように決定する。

名 称、 伊都土地区画整理地区地区計画 地 区施設 の ゆとりと賑わいのある商業空間の形成を 図るため、徳永川

整 備の方針 に面 する商業地区の一定区間には歩行者用通路を配置する。

都市計画道路「学園通線」からのにぎわいと 回遊性のある

歩行者空間の創出を図 るため、 JR筑肥線南側沿道に面する

一定区 間に は歩行者用通路を配置する。

建築物等の 区分 され た各地 区の特性に応じ、それぞれ次のよ うな 制限

整 備 の 方 針 を定め、良好な市街地の形成、保全を図る。

{商業地 区 】

新 たな拠点としてふ さわしい街並みの形成 と、商業、業務

区 等によるにぎわいのある 都市空間を創出す るため、建築物等

域 の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

の また、ゆとりと賑わいのある都市空間の創 出に資する快適

整 な歩行者空間の確保を図るため、 壁面の位置 の制限を定める。

備 {沿道地 区 }
. J R筑肥線沿線の一定の区域においては、良好な住宅地の

開 形成、保全を図るため、建築物等の用途の制限を定める。

発 また、商業地区北側に お いて快適な歩行者空間の確保を図

及 る とともに、徳永 川に面してゆとりある都市空間の創出を図

び るため、壁面の位置の制限を定める。

保 {住宅地 区 】

全 良好な 住宅地の形成及び保全を図るため、建築物の用途の

制限、 壁面の位置の制限を定める。

関 また 、低層住宅地としての良好な住環境の形成、保全を図

す る地区においては、 既存住宅地との調和を図るため、建築物

る 等の高さの最高限度を定める。

方 今宿駅周辺においては、 住宅との調和を 図りながら一定の

針 生活利便施設、公共公益施設等の立地誘導 を図るため、建築

物の容積率の最高限度 を定める。

【地区全体 】

本市西部の新たな拠点として、魅力ある都市景観の形成と、

周辺住宅地の良好な景観形成を図る ため、建築物等の形態文

は意匠の制限、垣文はさくの構造の制限 を定める。

位 置 福岡市西区今宿東一 丁 目、今宿町、今宿一 丁目、今宿三丁目、

横浜一丁目 、大字女原、大字徳永、大字周船寺、

周船寺三 丁目の各一部

面 積 約 133.8ha

地 区計画の 目 標| 当地区は、本市の都心部から西へ約 13 k mに位置し、東

は JR今宿駅及び都市計画道路今宿横浜線に接し、南北を国

道 202号及 び同バイパスに挟まれた閑静な住宅地及び農地

である。

当地医は、 自動車専用道路及 7f鉄道の整備が進む とと もに、

地区内では JRの新駅開設が予定されるなど、九州大学への

玄関口にふさわしい、西部地域における新たな拠点として、

区 I I土地区画整理事業とあわせたまちづくりが行われて いる地区

域 I Iである。

の I I このため、新たな拠点と してふさ わ しい 商業、業務等の機

整 I I能を適正に誘導し 、良好な市街地環境の形成及び保全を図る

備 I Iことを目標とする。
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良好な市街地環境の 形成、保全を 図るため、地区を次のよ

うに区分し、各地区の土地利 用の方針を以下のように定める。

{商業地区】

新たな拠点の中心と なる地区と してふさわしい、また、大

学移転による支援施設の受け皿として 、突通拠点となる新駅

周辺において 、商業、業務施設等の立地誘導を図る。

また、地区 内においては歩行者空間を連続的に創出す るこ

とによ り、ゆとりある都市空間の形成と、 回遊性の高 い商業

地区としての市街地環境の形成を図る。

{沿道地区]

国 道202号等の主要幹線沿道などにおいては、沿道 と して

ふさわし い沿道サービス施設等の立地誘導を図 る。

【住宅地区】

良好な住環境の形成を図るとともに、今宿駅周辺において

は利便施設とあわせた住宅地の形成を 図る。新駅の北側周辺

においては、大学移転 による住宅需要の受け皿となる住宅地

の形成を図る。

また、既成の低層住宅地 にお いて は、閑静な低層住宅地と

しての良好な住環境の維持、保全を 図る。



一
面 穣 約 133.8ha

地 区 施 設の :g コ 称 |揺 員 延 長 摘 要
配置及び規模

歩行者用通路 2m 約 730m

地区の t也廷の名称 商業地区 沿道地区一 1 沿道地区一 2 住宅地区一 l 住宅地区一 2 住宅地区一 3

区 ハノJ I也区の面積 約 17.0ha 約45.7ha 約 6.3 h a 約 3. 9 h a 約 48.0ha 約 3.6 h a 

建築物等の

次に婦げる建築分ぴ富る物徳を部む住は意分倉建川宅庫を、築に除(J共面しくRて同す。筑住はる)肥の宅建な用線、築ら途高物な寄架に宿いに舎供下限.都す史る

次に掲げる建築物は建築 次に掲げる建築物は建築してはならない。
用途の制限 1. 1階の部 は下宿物(管(理人市室 しではならない。

等に供す る建築部計 1.3床0若nfし未くiはiの髭共で同区住画宅さ及れびたj各住戸の床面積が
建

2・護画危道摩路?及? 分。)に設けるものを
1.床若しくは壁で区画さ 満 長屋

地 れた各tn住pの床面積住が

3 . 険く物の除等婦貯のげ蔵く。規る、制) または処理に供するもの(建築物に付属す

3 0 来満の共同宅
築 及び長屋

4.風第る俗も嘗項の業を 及途び供業務すの適正化等に関する法律第2条
区 物 6l1! ~こ 用に る建築物

建容 築積高 物率 のの 敷地満面積建が50 0 m~ 
等 来の築物にあっ

最 限度 ては、 10分の 15 
楚 とする。

建敷患 地築面物積のの
300nf 

ただし、次の各号のーに該当するものについては、この限り
関 低限度 でない。

備 1.巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で公益

よ必要区な整有もの
す 2 .土地 画 権現による換権地利処分基又は仮換地の指物定の地際土、現に

存する所 その他の にづいて建築の敷として

レー一一一使用するな金らばこの規定敷に適合しないこととなる( 地につ
計 る いて、その 部をーの地として使用するもの この規定

に適合;tJもするに至ったものを除く

一一一一---3. J R 肥線高架下部分の建築物の敷地
事

壁面の位置の 1 .計柱画図に示す位橿において、建築物線の外壁E又Eはこれに代わ 計 にお 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線
画 告日 限 る の箇から以下の各道路の境界 までの離の最低限度 までの距離の最低限度は、 1mとする。

項
は、 次線市に示す道伊と路都お区「りとする。 これ から
-都 計画「 女原田尻線J線の一部、「伊「都区画整理駅 都市 田尻画
前 」、 画整理駅北 Jの一部、 女原通線Jに

線整J理 都区区ついては、 1. 5m 
-都市計画道路「女原田尻線Jの一部、「今宿徳永線」に 画整 び区
ついては、 5m 国道 線ま

2 .計画図に示す位建築置において、建築物若の外壁は若しくはこれに での は、
代わる柱続又《は 物に附属する門 しく へいの薗から 1.る。
JR筑度図肥 南側に接すする区画道路の境界線までの距離の最
低限は、 2mとる。

3.計画 に示盤面す位か置において、徳永川に面部する建築築物物に外あっ
ては、地 ら高わさ 2.5 m以築下の分の建 の壁
若しくはこれに代 る柱又は建 物に附最属する門若しくは
へいの面から道路境界線までの距離の 低限度は、 2mと
する。

建築物等の 建築物の高さは
高最 さ の 10m以下とす

高限度 る

建築態物等の 1.建築物広の屋根及び外大壁又はこれらに代わる柱の形態・意匠及び色大彩は、周囲の環所境に調和した美ものとする。
形又は 2.屋外 告物は、過 とならず周囲の環境と調和するよう色彩す、 きさ及び設置場 に留意し、 銃及び風致を損なわないものとする。
意匠の制限 3.高架水槽等の屋外設置物及ぴ工作物は、露出面積を少なく るなど都市景観に配慮するものとする。

垣造文はさくの
構の制 限

道路に面する坦文はさくの構造は、生垣若しくはフヱンス等透視可能なものとし、コンクリートブロック又はこれに類するものは設置してはならない。
ただし、門柱及び意匠上これに附属する部分、並びにフェンスの基礎等に用いるためのコンクリートブロック等で高さ 60cm以下のものについては、この限りでない。

「地区計画及び地区整備計画の区域、地区施設の配置並びに地区の区分による各ゾーンの区域、壁面の位置の制限は計画図表示のとおり J
理由

当地区は、本市西部地域における新たな拠点づくりとしての土地区岡整理事業が進められており、今後、良好な市街地環境の形成、保全を図るため、本案のとおり決定するものである。

住宅地区-4

約 9. 3 h a 

1.建築わ物の外壁文かはこれに
代 る柱の商距 ら敷地境

界度言十線までの 離の最低限

は、 l m1のすでと1主女位外のすの原置壁面距る5正。又離mに学vおはの羽と織い部最こすJ 

2 . 画国に物示
て、建築
れに代わる

市計境限画道線路
低の 界度は、ま

る。
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、/京 分 説 明 区分 説 明

。〉一② 地番界([ヌ:四整理界) ⑦-@ 道路中心

②ー③ 道路中心 ③一⑤ 鉄道敷中心

③一③ 地番界(r:?<.: tiDl盤国l界) ⑨-⑮ 道路了p心

(1)-⑤ 河川中心 ⑮一⑪ i也香界(区画整理界)

uA-u n 道路中心 ⑪一① 道路中心

(Siよ ? 鉄道敷中心
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